
日本時間生物学会会則 (2005年4月内規改定)

1章名称

本会は日本時間生物学会(]apanese Society for Chronobiology) と称する。

2章目的と事業

1. 本会は、生物の周期現象に関する科学的研究を推進し、時間生物学の進歩発展を図ること、およびその

成果を広め 人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。

2.本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1 )学術大会及び総会の開催

2 )会誌等の発行

3 )その他本会の目的を達成するために必要とされる事業

3章組織と運営

(会員)

1. 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員、臨時会員よりなる。

2.正会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て、年度会費を納めた者とする。正会員の入会及び

退会は別に定める規則による。

3.名誉会員は本会に功労のあった65歳以上の会員で、理事会が推薦し総会の承認を得た者とする。

4.賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業に財政的援助を行なう者で、理事会の承認を得た者とする。

5.臨時会員は、正会員の紹介により、学術集会の参加費を納めた者とする。

(評議員)

1. 評議員は推薦基準に従って正会員を評議員として推薦し、これを理事会が決定する。任期は5年で再任

を妨げない。

2.評議員は学会の活動を積極的に行ない、理事を選出する。

(役員)

1. 本会には次の役員を置く 。

理事長1名、事務局長l名、理事若干名、監査委員 l名

役員は正会員でなければならない。役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2.評議員の選挙で評議員の中から理事10名を選出し、総会において決定する。

3.理事は理事会を組織し、本会の事業を行う。

4.理事長は理事の互選で選ばれ、本会を代表し、会務を司り、総会および理事会を召集する。

5.理事会は互選で事務局長を選任し、会の総務、財務を担当させる。

6.理事会は本会の事業を行うために、必要に応じて専門委員会を設置することができる。専門委員会は評

議員から構成され、委員長は理事をあてる。これらの委員の任期は理事の改選までとする。

7.理事会は評議員の中から監査委員を選出する。理事がこれを兼務することはできない。

8.理事会は学術大会会長を選出し、総会でこれを決定する。学術大会会長は理事でない場合はオフゃザーパ

ーとして理事会に参加するように努める。

9.理事長は理事会の承認を得て、学会の運営に対する助言を行う顧問をおくことができる。顧問は65歳以

上の正会員とし、任期は理事会の任期終了までとする。

(総会)

1.本会の事業および組織・運営に関する最終の決定は、総会の議決による。

2.総会は、正会員より構成される。定期総会は原則として毎年l回開催され、理事長がこれを招集する。

3.定期総会の議長は、大会会長がこれにあたる。

4.理事長が必要と認めた場合、あるいは正会員の4分のl以上 または理事の2分のI以上の要請があった

場合には、理事長は臨時総会を招集する。
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5.総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

(学術大会)

学術大会は、原則と して毎年l回開催し、その企画 ・運営は学術大会会長がこれにあたる。

4章会計

1. 本会の年度会費は、別に定める細則により納入するものとする。

2.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、 12月31日に終わる。

5章会則の変更

本会の会則の改正は、理事会の審議を経て、総会における出席者の3分の2以上の同意を経なければならない。

付則

1.本改正会則は、 2001年1月1日から施行する。

2.本改正にともない、旧会則の学会会長、運営委員、専門委員はそれぞれ、理事長、理事および専門委員

に就任し、任期は2001年度までとする。

3.本改正にともない、運営委員会は評議員候補者を選出し、総会へ推薦する。

会則施行内規

1. 入会及び退会手続き

正会員の入会は、所定の様式により、事務局長まで届け出、理事会の承認を得なければならない。また

退会しようとする者は、事務局長まで書面をもって届け出なければならない。

2.会費納入

1 )正会員の年会費は、 5.000円とする。ただし大学院学生等は3.000円とする。

2 )名誉会員は会費及び学術大会参加費を免除する。

3 )賛助会員の年会費は、 l口、 20.000円とする。

4)年会費の改訂は総会の議決を必要とする。

5 )長期にわたり年会費を滞納 した者は、理事会の承認を得て、除名することができる。

3.評議員の推薦基準

1 )評議員の推薦基準は、原則として本会に所属 し3年以上の活発な活動を行い、本会の目的とする研

究分野および関連分野での十分な研究歴と業績をもっ(筆頭著者としての原著論文2報以上)もの

とする。

2 )会員歴が3年未満でも、以下の条件を満たす会員は、理事の推薦と理事会の承認があれば、評議員

として推薦できる。

-本会の目的とする研究分野と関連する分野で5年以上の研究歴を持っていること。

-本会の目的とする研究分野に関連する学会に3年以上所属し活発な活動を行っていること 0

.上記の研究分野および関連分野で筆頭著者としての原著論文が2報以上あること。

-年齢が35歳以上であること。

3 )学会の活動を積極的に行うため、大会に直近の3年間に少なくとも l回は学術大会に参加することを

再任の基準とする。

4. 理事の選出

1 )投票は無記名で5名以内の連記とする。

2 )理事長は分野を勘案し、 5名の理事を評議員の中から追加して任命する ことが出来る。

5.専門委員会

以下の専門委員会をおく 。

-編集委員会

・国際交流委員会
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-評議委員推薦委員会

.広報委員会

・将来計画委員会

.選挙管理委員会

・奨励賞選考委員会

.学術委員会

・その他、理事会が必要と認めたもの。

6.学会事務局(会計責任者)は事務局長の所属する機関に置く 。

7.日本時間生物学会学術奨励賞の選考基準

1 )時間生物学領域で顕著な業績をあげ、今後の活躍が期待される若手研究者を表彰する。

2 )本章受賞者の年齢制限は、原則として応募時点で37歳以下とする。

3 )上記の目的で理事の中から委員長l名、委員4名より成る選考委員会を設け、公募により募集した候

補者の中から本章受賞者を原則として毎年基礎・科学部門1、臨床・社会部門 1の計2名選定し、賞

金を贈呈する。

4 )委員会は毎年設置し、委員長及び委員を理事会が理事の中から選出し、選考委員の任期は理事の期

間とする。

8. この内規の改定は理事会の議決を必要とする。
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